
　ボランティア活動を希望して、 町に登録していただいた方です。 町にボランティア

　の要請があった時に、 パートナーが希望する分野、 得意な分野と合致する内容の

　ボランティア活動を、 パートナーに紹介します。

＜分野の例＞

　健康づくり、 スポーツ、 子育て ・保育、 介護、 環境、 教育、 文化　など

＜活動例＞

　美 ・緑なかいフェスティバル （準備、 当日のスタッフ）

　あかりの祭典 （飾り付け、 ランタンの配置、 看板設置、 交通整理 ・誘導など）

　ファミリースポーツデイ （当日受付、 運営など補助業務）

　パラスポーツ体験会 （当日受付、 運営など補助業務） など
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《 まちづくりパートナー制度の概要 》 
ボランティア活動を希望する人と支援を必要としている団体等を結びつける制度です 

「まちづくりパートナー」になるには？ 

「中井町をもっと元気にしたい！」、「自分の知識、技能をまちづくりに活かしたい！」、 

「地域活動のお手伝いがしたい！」とお考えの方はぜひまちづくりパートナーへご登録ください。 

個人、団体（グループ）でも登録することができます。 

 

≪登録要件≫ 

○個人：中学生以上の方であれば、中井町以外にお住まいの方でも登録をすることができます。 

    ただし、未成年の場合は親権者等の法定代理人の同意が必要となります。 

○団体：社会的な貢献活動を行っている団体であると町長が認める団体。 

≪活動内容≫ 

 町が主催する事業や地域活動などお手伝いをお願いしたい時に、登録された皆さんに事業内容を 

周知し、参加いただける方を募集します。 

 興味のある活動で日程の都合がつく場合には、お手伝いをお願いします。 

 

「まちづくりパートナー」の力を借りるには？ 

地域の活動団体等の方が、イベントや行事などを計画したとき、「自分たちだけでは実現が難し

い」、「必要な知識のあるスタッフがいない」などという場合は、まちづくりパートナーの力を借り

ましょう！ 

≪支援申込要件≫ 

非営利で公益的な活動（地域の課題や社会問題の解決のために取り組む活動）に限ります。 

≪申込み手続き等≫ 

支援を希望する日の３０日前までに、町に支援の申込みをしてください。 

町から、登録されたまちづくりパートナーの方に事業内容を周知し、参加者を募集します。 

支援を受けた場合は、３０日以内に報告書を町に提出していただきます。 

「まちづくり活動支援補助金」を活用しましょう！ 

地域で活動する様々な団体を対象として、地域の活性化やまちづくり活動への取り組みに対し

て、資金面での支援制度があります。ぜひ、ご活用ください。 

※一定の補助要件がありますので、内容等詳細は地域防災課へお問合せください。 

【問合せ】 中井町 地域防災課 地域情報班

☎０４６５-８１-１１１０（直通）  E-mail chiiki＠town.nakai.kanagawa.jp 


